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国
際
環
境
法
と
は
何
か

佐
　
藤

哲
　
夫

　
近
年
重
要
性
を
増
し
て
い
る
、
国
際
環
境
法
と
は
何
か
。
最
近
の
日
本

語
の
書
物
に
お
い
て
は
、
環
境
法
の
体
系
書
・
教
科
書
の
一
部
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

「
国
境
を
越
え
る
環
境
問
題
」
の
題
名
の
下
に
扱
わ
れ
た
り
、
国
際
法
の

教
科
書
の
一
部
と
し
て
、
「
環
境
の
国
際
的
保
護
」
の
題
名
の
下
に
扱
わ

　
＾
！
）

れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
未
だ
日
本
語
の
体
系
書
と
し
て
、
国
際
環
境
法
の

書
物
は
出
版
さ
れ
て
い
な
い
。
他
方
で
、
欧
米
に
お
い
て
は
、
国
際
環
境

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

法
の
名
の
下
に
体
系
書
が
出
版
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
’
〕

下
に
、
書
評
と
言
え
る
ほ
ど
忠
実
・
総
合
的
な
紹
介
で
は
な
い
が
、
そ
れ

ら
に
依
拠
し
な
が
ら
、
国
際
環
境
法
と
い
わ
れ
る
法
領
域
の
お
お
ざ
っ
ぱ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

な
見
取
り
図
を
描
い
て
み
た
い
。
そ
の
際
に
、
視
点
と
し
て
、
一
般
国
際

法
と
し
て
の
憤
習
国
際
法
に
、
及
び
地
域
的
な
制
度
・
条
約
で
は
な
く
て

一
般
的
な
制
度
・
条
約
に
重
点
を
お
い
て
鳥
醐
す
る
。

　
国
際
環
境
法
と
い
う
用
語
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
た
せ
る
か
は
、
基

本
的
に
は
定
義
の
問
題
、
概
念
規
定
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

同
様
に
近
年
注
目
を
引
い
て
い
る
国
際
人
権
法
の
場
合
と
同
様
な
問
題
と

言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
国
際
人
権
法
と
い
う
用
語
は
、
一
方
で
は
人
権

に
関
す
る
国
際
法
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
が
、
他
方
で
は
、
国
際
法
と
国

内
法
の
両
面
か
ら
総
合
的
に
人
権
問
題
を
扱
う
と
し
て
、
そ
の
総
体
を
さ

す
も
の
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
。
特
に
国
際
人
権
法
や
国
際
環
境
法
と
い

う
領
域
で
は
、
国
際
法
と
国
内
法
の
相
互
浸
透
が
激
し
く
、
関
係
国
内
法

を
検
討
す
る
場
合
に
国
際
的
な
規
制
を
常
に
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
不
可

欠
で
あ
る
と
同
様
に
、
関
係
国
際
法
を
検
討
す
る
場
合
に
も
国
内
的
な
実

施
を
常
に
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
十
分
に
認
識
し
な
が
ら
も
、
以
下
に
お
い
て

は
、
筆
者
の
専
門
と
能
力
の
故
に
、
説
明
を
国
際
環
境
法
の
国
際
的
な
次

元
、
言
い
換
え
れ
ぱ
環
境
に
関
す
る
国
際
法
の
範
囲
に
限
定
し
て
、
検
討

を
進
め
た
い
。

一一

　
国
際
環
境
法
1
こ
お
け
る
慣
習
国
際
法
と
多
数
国
聞
条
約
一
古
い
伝
統
的

憤
習
法
は
、
環
境
問
題
に
は
ほ
と
ん
ど
関
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

せ
い
ぜ
い
、
国
家
は
公
海
の
利
用
に
お
い
て
他
国
の
権
利
に
合
理
的
な
考

慮
を
払
う
こ
と
、
国
際
河
川
な
ど
の
共
有
資
源
の
衡
平
な
利
用
に
お
い
て

協
力
す
る
こ
と
、
隣
国
に
対
し
て
国
境
を
越
え
る
重
大
な
損
害
を
防
止
す

る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
等
に
と
ど
ま
っ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
憤
習
法
規

則
は
、
そ
の
一
般
性
・
抽
象
性
の
故
に
、
複
雑
な
環
境
問
題
に
お
け
る
行

為
規
範
と
し
て
或
は
紛
争
解
決
の
手
段
と
し
て
の
価
値
は
限
定
的
で
あ
づ

た
。
ま
た
、
自
国
領
域
及
び
公
海
を
使
用
す
る
国
家
の
自
由
に
対
し
て
は

ほ
と
ん
ど
制
限
を
課
し
て
お
ら
ず
、
越
境
損
害
に
対
す
る
救
済
に
お
い
て

有
益
で
あ
ウ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
環
境
法
の
領
域
に
お
け
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る
具
体
的
詳
細
な
規
則
は
、
国
際
連
合
環
境
計
画
（
U
N
E
P
）
等
の
国

際
組
織
の
活
動
に
基
づ
く
形
で
、
多
数
国
問
条
約
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て

き
た
。
こ
れ
ら
の
多
数
国
間
条
約
は
、
環
境
上
の
害
悪
の
防
止
及
び
天
然

資
源
と
生
態
系
の
保
存
・
持
続
的
開
発
に
重
点
を
置
い
て
お
り
、
①
既
存

の
憤
習
法
規
則
に
実
際
的
具
体
的
な
内
容
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明

確
・
正
確
化
す
る
、
②
環
境
保
護
と
持
続
的
開
発
の
基
準
の
国
際
的
な
監

視
に
基
礎
を
提
供
す
る
、
③
国
際
社
会
の
共
通
利
益
の
保
護
を
促
進
す
る

と
い
う
三
つ
の
点
に
お
い
て
特
に
重
要
で
あ
る
。
（
八
三
－
八
五
頁
）

　
二
つ
の
重
要
な
慣
習
法
原
則
一
現
行
の
憤
習
法
原
則
の
中
で
、
特
に
次

の
二
つ
が
重
要
と
さ
れ
る
。
第
一
の
原
則
は
、
環
境
上
の
害
悪
を
防
止
し
、

軽
減
し
、
管
理
す
る
義
務
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
、
ト
レ
イ
ル
熔
鉱
所
伸

裁
判
決
や
コ
ル
フ
海
峡
判
決
な
ど
の
判
例
に
加
え
て
、
人
間
環
境
宣
言
の

原
則
二
一
及
ぴ
様
々
な
条
約
を
含
む
国
家
実
行
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ

る
。
こ
の
陳
則
に
つ
い
て
は
、
二
・
三
説
明
を
加
え
て
お
く
竈
第
一
に
、

「
相
当
な
注
意
」
の
基
準
は
、
そ
の
柔
軟
性
の
故
に
国
々
に
よ
っ
て
受
け

入
れ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
逆
に
言
え
ば
不
明
確
で
も
あ
る
。
こ
の

短
所
を
克
服
す
る
た
め
に
、
国
々
は
国
際
的
に
合
意
さ
れ
た
最
低
基
準
に

送
致
す
る
と
い
う
工
夫
（
U
N
C
L
O
S
の
諸
条
項
に
見
ら
れ
る
。
後

出
。
）
や
、
変
動
的
基
準
の
利
用
（
例
え
ぱ
、
長
距
離
越
境
大
気
汚
染
条

約
（
E
C
E
条
約
）
第
六
条
の
「
経
済
的
に
実
行
可
能
な
最
善
の
利
用
可

能
技
術
」
）
と
い
う
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
他
国
等
に
影

響
す
る
と
考
え
ら
れ
る
計
画
に
対
し
て
事
前
の
環
境
影
響
評
価
の
義
務
を

課
す
こ
と
は
、
多
く
の
条
約
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
程
度
慣
習

法
上
の
義
務
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
第
三
に
、
「
予
防
原
則
」
（
深
刻
な
又

は
回
復
不
可
能
な
損
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
完
全
な
科
学
的
確

実
性
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
予
防
措
置
を
と
る
こ
と
を
延

期
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
。
一
九
九
二
年
の
環
境
と
開
発
に

関
す
る
リ
圭
旦
言
に
第
一
五
原
則
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
）
に
つ
い

て
は
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
欠
如
し
て
お
り
、
憤
習
法
上
の
原
則
で
は
な
い

第
二
の
原
則
は
、
越
境
環
境
危
険
の
軽
減
に
お
い
て
協
力
す
る
義
務
で
あ

る
。
こ
の
義
務
も
、
ラ
ヌ
ー
湖
仲
裁
判
決
な
ど
の
判
例
に
加
え
て
、
人
間

環
境
宣
言
の
原
則
二
四
、
I
L
C
や
U
N
E
P
等
の
国
際
文
書
に
よ
っ
て

根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
特
に
緊
急
時
の
通
報
と
援
助
が
重
要
で
あ
る
。
以
上

の
二
つ
の
慣
習
法
原
則
に
加
え
て
、
国
内
的
次
元
で
の
重
要
な
二
つ
の
原

則
と
し
て
、
①
汚
染
者
負
担
の
原
則
（
た
だ
し
、
人
間
環
境
宣
言
の
原
則

一
二
は
途
上
国
へ
の
配
慮
を
要
講
す
る
。
）
と
②
平
等
ア
ク
セ
ス
と
無
差

別
の
原
則
（
私
人
の
民
事
・
行
政
手
続
へ
の
越
境
ア
ク
セ
ス
に
お
い
て
重

要
。
た
だ
し
、
人
間
環
境
宣
言
に
お
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
）
が

指
摘
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
途
上
国
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
な
い
。

（
八
九
－
一
二
一
頁
）

三

　
1
　
国
際
水
路

　
国
際
水
路
の
国
際
的
規
律
に
つ
い
て
は
、
従
来
よ
り
関
心
は
高
く
、
国

際
法
学
会
（
－
冨
葦
旦
ま
9
〇
三
自
后
昌
き
o
畠
一
）
や
国
際
法
協
会
（
ヲ

言
；
き
o
畠
－
－
画
睾
＞
鶴
o
9
凹
ゴ
昌
）
で
も
法
奥
化
が
試
み
ら
れ
て
き
て

い
る
。
実
際
、
国
際
法
協
会
の
国
際
河
川
水
利
用
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
（
一

九
六
六
年
）
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
規
則
（
一
九
八
二
年
）
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
国
際
法
委
員
会
（
5
訂
昌
き
昌
巴
9
ミ
O
O
ヨ
三
邑
昌
）
も

一
九
九
四
年
に
「
国
際
河
川
の
非
航
行
的
利
用
に
関
す
る
法
」
の
条
文
草
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案
を
採
択
し
て
い
る
。
特
に
重
要
な
次
の
三
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

ω
利
用
に
関
し
て
一
「
衡
平
な
利
用
」
に
つ
い
て
は
、
国
際
法
の
確
立
し

た
原
則
で
あ
る
旨
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
第
五
条
一
項
）
。
ま
た
衡
平
か

つ
合
理
的
な
利
用
に
関
連
す
る
要
因
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
（
第
六
条
）
が
、

要
因
間
の
優
先
・
比
重
・
調
整
は
、
個
別
事
例
に
お
け
る
判
断
の
問
題
と

し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
②
汚
染
に
関
し
て
一
重
大
な
損
害
を
防
止
す
る
義

務
は
、
慣
習
法
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
（
第
七
条
一
項
）
。
も
ウ
と
も
、

義
務
の
内
容
．
性
質
に
つ
い
て
は
、
相
当
な
注
意
の
義
務
な
の
か
或
は
一

層
厳
格
な
基
準
な
の
か
を
め
ぐ
っ
て
見
解
の
対
立
が
存
在
し
た
が
、
国
際

法
委
員
会
は
柏
当
な
注
意
の
義
務
の
立
場
を
と
っ
た
（
第
七
条
二
項
）
。

㈹
協
カ
に
関
し
て
一
共
有
資
源
の
利
用
が
重
大
な
損
害
を
引
き
起
こ
し
う

る
場
合
に
は
、
国
家
は
事
前
通
告
、
協
議
お
よ
ぴ
交
渉
す
る
権
限
を
も
つ

と
す
る
原
則
（
第
一
二
．
一
七
条
等
）
は
、
ラ
ヌ
ー
湖
仲
裁
判
決
を
受
け

た
も
の
で
あ
り
、
憤
習
法
上
の
原
則
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
（
二
一
四
－

四
一
頁
）

　
結
論
と
し
て
、
国
際
河
川
を
開
発
す
べ
き
共
有
天
然
資
源
と
し
て
の
み

考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
保
護
す
ぺ
き
生
態
系
と
し
て
考
え
る
視
点
か
ら

は
、
衡
平
利
用
の
原
則
は
不
十
分
で
あ
る
。
（
二
五
〇
頁
）

　
2
　
海
洋
汚
染

　
ω
　
憤
習
法
と
一
九
八
二
年
国
連
海
洋
法
条
約
（
U
N
C
L
O
S
）

　
一
九
五
八
年
公
海
条
約
の
第
二
四
・
二
五
条
は
海
洋
汚
染
の
防
止
に
関

す
る
規
定
で
あ
る
が
、
両
規
定
の
下
で
国
家
は
実
質
的
な
樗
染
の
自
由
を

有
し
て
い
た
。
他
方
で
、
一
九
八
二
年
の
国
連
海
洋
法
条
約
（
U
N
C
L

O
S
）
の
海
洋
環
境
規
定
を
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
そ
の
特
徴
と
し
て
、

汚
染
は
、
も
は
や
海
洋
の
自
由
の
一
部
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
旗
国

（
航
海
と
漁
業
の
自
由
）
対
沿
岸
国
（
実
効
的
規
律
）
の
対
立
が
存
在
す

る
こ
と
、
そ
し
て
国
家
責
任
よ
り
も
海
洋
環
境
の
保
護
の
た
め
の
国
際
的

規
律
と
協
力
へ
と
重
点
が
移
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
。
（
二
五
三

頁
）

　
慣
習
法
と
の
関
り
で
は
、
次
の
三
点
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
①
憤
習
法

の
法
典
化
と
し
て
は
、
第
一
九
二
条
（
い
ず
れ
の
国
も
、
海
洋
環
境
を
保

護
し
及
ぴ
保
全
す
る
義
務
を
有
す
る
。
）
及
ぴ
第
一
九
四
条
（
海
洋
環
境

の
汚
染
を
防
止
し
、
軽
減
し
及
び
規
制
す
る
た
め
の
措
置
）
が
重
要
で
あ

る
。
②
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
発
展
と
し
て
、
船
舶
、
陸
上
源
、
海
底
活

動
、
投
棄
、
大
気
汚
染
な
ど
を
含
む
海
洋
汚
染
の
す
べ
て
の
源
を
含
む
形

で
環
境
保
護
の
義
務
を
規
定
し
た
。
③
「
相
当
の
注
意
義
務
」
の
扱
い
に

つ
い
て
は
、
陸
上
源
及
ぴ
大
気
に
つ
い
て
は
緩
和
さ
れ
た
（
第
二
〇
七
・

二
二
一
条
）
が
、
船
舶
、
投
棄
、
海
底
活
動
に
つ
い
て
は
「
一
般
的
に
認

め
ら
れ
た
国
際
的
な
規
則
及
び
基
準
」
を
実
施
す
る
（
第
二
〇
八
・
二
一

〇
．
二
一
一
条
）
。
こ
の
送
致
は
、
一
九
七
二
年
ロ
ン
ド
ン
海
洋
投
棄
条

約
、
一
九
七
三
年
M
A
R
P
O
L
条
約
・
一
九
七
八
年
同
議
定
書
な
ど
を

対
象
と
し
て
お
り
、
第
一
九
四
条
に
規
定
さ
れ
た
相
当
な
注
意
の
憤
習
的

義
務
の
内
容
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
（
二
五
四
－
五
七
頁
）

　
②
　
船
舶
起
因
の
汚
染

　
伝
統
的
な
管
轄
権
の
構
造
の
欠
点
と
し
て
は
、
適
切
な
規
律
を
採
択
・

実
施
す
る
旗
国
の
義
務
が
、
不
明
確
か
つ
非
実
効
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま

た
沿
岸
国
の
規
制
権
限
が
、
あ
ま
り
に
限
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で

き
よ
、
コ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
七
三
年
M
A
R
P
O
L
（
船
舶
に
よ
る

汚
染
の
防
止
）
条
約
・
一
九
七
八
年
同
議
定
書
及
ぴ
U
N
C
L
O
S
は
、
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旗
国
の
責
任
・
実
施
、
入
港
国
の
管
轄
権
、
沿
岸
国
の
管
轄
権
等
を
強
化

し
て
い
る
。
（
二
六
三
－
八
三
頁
）

　
㈹
　
汚
染
の
事
故
及
び
緊
急
事
態

　
①
協
力
・
援
助
一
U
N
C
L
O
S
は
、
第
一
九
八
条
で
急
迫
し
た
又
は

現
実
の
損
書
の
通
報
義
務
を
、
第
一
九
九
条
で
協
力
義
務
を
定
め
る
。
一

九
九
〇
年
油
濁
事
故
対
策
協
力
条
約
は
、
U
N
C
L
O
S
第
一
九
四
条
の

措
置
を
油
汚
染
に
詳
細
な
形
で
適
用
し
た
。

　
②
介
入
二
九
六
七
年
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
自
国
沿
岸
を
守
る
た
め
に
、

ト
リ
ー
キ
十
ニ
オ
ン
号
を
公
海
上
で
爆
沈
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
一
九
六

九
年
油
汚
染
事
故
に
お
け
る
公
海
上
の
介
入
に
関
す
る
条
約
、
一
九
七
三

年
議
定
書
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
海
難
の
場
合
（
通
常
の
運
行
に

伴
う
汚
染
や
海
洋
投
棄
を
含
ま
な
い
。
）
に
、
「
著
し
く
有
害
な
結
果
を
も

た
ら
す
こ
と
が
合
理
的
に
予
測
さ
れ
」
、
「
重
大
な
か
つ
急
迫
し
た
危
険
を

防
止
」
す
る
た
め
（
同
条
約
第
一
条
）
、
損
害
と
均
衡
を
失
し
な
い
措
置

（
同
第
五
条
）
で
あ
る
と
い
う
要
件
を
満
た
す
限
り
で
、
領
海
以
遠
に
お

け
る
介
入
の
権
利
は
、
憤
習
法
の
一
部
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
（
二
八
六

－
八
八
貢
）
U
N
C
L
O
S
第
二
二
一
条
の
規
定
も
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ω
　
損
害
に
対
す
る
責
任
（
記
昌
o
富
冒
＝
q
）
と
賠
償
責
任
（
＝
凹
巨
－

　
　
　
身
）

　
U
N
C
L
O
S
第
二
三
五
条
一
項
は
、
国
家
責
任
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス

な
規
定
で
あ
り
、
船
舶
に
関
す
る
旗
国
、
管
轄
権
内
あ
る
い
は
管
理
下
の

活
動
に
関
す
る
沿
岸
国
の
責
任
に
関
わ
る
。
こ
の
規
定
が
国
家
の
厳
格
な

賠
償
責
任
を
規
定
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
厳
格
賠
償
責
任
の
考
え
方
が
深

海
底
に
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
（
第
ニ
ニ
九
条
は
相
当
の
注
意
基
準
を

定
め
る
。
）
や
国
家
実
行
が
な
い
こ
と
（
一
般
に
国
内
民
事
訴
訟
が
利
用

さ
れ
、
一
九
六
九
年
油
濁
民
事
責
任
条
約
や
一
九
七
一
年
油
濁
補
償
基
金

条
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
。
）
に
鑑
み
れ
ば
、
否
定
的
に
考
え
ら
れ
る
。

　
3
　
有
害
廃
棄
物

　
ω
　
陸
上
源
の
海
洋
汚
染

　
陸
上
源
の
海
洋
汚
染
は
海
洋
汚
染
の
八
割
を
占
め
て
い
る
が
、
開
発
の

必
要
性
や
経
済
的
費
用
の
理
由
か
ら
規
制
に
対
し
て
国
々
は
消
極
的
で
あ

る
。　

①
実
体
に
つ
い
て
一
U
N
C
L
O
S
第
二
〇
七
条
（
陸
上
源
か
ら
の
汚

染
）
は
慣
習
法
の
反
映
と
言
え
る
が
、
こ
の
規
定
の
下
で
は
、
と
る
べ
き

措
置
は
各
国
が
決
定
す
る
し
、
す
べ
て
の
廃
棄
で
は
な
く
て
「
汚
染
」
を

引
き
起
こ
す
廃
棄
の
み
が
対
象
と
な
る
。
こ
こ
で
は
開
発
の
考
慮
が
優
先

し
て
お
り
、
第
一
九
三
条
は
天
然
資
源
を
開
発
す
る
国
の
主
権
的
権
利
を

規
定
す
る
ほ
か
、
第
一
九
四
条
一
項
で
は
「
自
国
が
と
り
得
る
実
行
可
能

な
最
善
の
手
段
」
や
「
目
国
の
能
力
に
応
じ
て
」
に
、
ま
た
第
二
〇
七
条

四
項
で
は
「
地
域
的
特
性
並
び
に
開
発
途
上
国
の
経
済
的
な
能
力
及
び
経

済
開
発
の
必
要
性
を
考
慮
し
て
」
に
言
及
し
て
い
る
う
え
に
、
い
ず
れ
も

努
力
規
定
に
と
ど
ま
る
。
（
三
〇
六
－
八
頁
）
一
九
八
五
年
U
N
E
P
の

陸
上
源
か
ら
の
汚
染
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
取
決
め
作
成
の
た
め
の
一
般
的

な
枠
組
と
し
て
の
基
本
的
条
項
の
チ
ェ
ツ
ク
リ
ス
ト
に
す
ぎ
ず
、
「
国
際

的
基
準
」
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
②
手
続
に
つ
い
て
一
事
前
評
価
に
関
す
る
U
N
C
L
O
S
第
二
〇
六
条
、

通
報
・
事
前
協
議
（
U
N
C
L
O
S
に
は
規
定
が
な
い
が
、
一
連
の
地
域

条
約
に
規
定
が
あ
る
。
）
及
び
監
視
に
関
す
る
U
N
C
L
O
S
第
二
〇
四

条
は
、
い
ず
れ
も
憤
習
法
上
の
義
務
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
一
一
二
四
－
一
六
頁
）

　
②
　
海
洋
投
棄

　
一
九
七
二
年
回
ン
ド
ン
海
洋
投
棄
条
約
は
一
九
七
〇
年
代
の
最
も
成
功

し
た
規
律
的
な
条
約
と
一
般
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
附
属
書
1
に
掲
げ

る
も
の
は
全
面
禁
止
、
附
属
書
皿
に
掲
げ
る
も
の
は
事
前
の
特
別
許
可
が

必
要
と
さ
れ
る
竈
そ
の
後
に
多
く
の
地
域
的
条
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
。

U
N
C
L
O
S
第
二
一
〇
条
は
投
棄
に
よ
る
汚
染
を
、
第
二
一
六
条
は
投

棄
に
よ
る
汚
染
に
関
す
る
執
行
を
規
定
す
る
が
、
い
ず
れ
も
慣
習
法
の
法

典
化
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
（
三
二
〇
頁
）
た
だ
し
、
「
投
棄
」
の
定
義
は
第

一
条
五
項
に
お
い
て
「
故
意
に
処
分
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
お
り
、
通
常

の
活
動
や
事
故
に
伴
う
排
出
は
除
外
さ
れ
る
。
ま
た
、
執
行
管
轄
権
に
つ

い
て
も
、
旗
国
に
委
ね
た
ま
ま
で
あ
り
、
実
効
性
の
点
で
不
十
分
と
い
う
、

公
海
上
の
執
行
の
問
題
を
残
し
て
い
る
。
手
続
的
義
務
を
規
定
す
る
第
二

〇
四
－
六
条
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
憤
習
法
の
法
典
化
と
考
え
ら
れ
る
。

　
㈹
　
有
害
廃
棄
物
の
国
際
的
移
動

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
先
進
国
は
一
定
の
制
約
を
認
め
る
が
、
途
上

国
は
自
国
領
域
上
で
の
廃
棄
物
処
理
を
伴
う
す
ぺ
て
の
貿
易
の
禁
止
を
求

め
る
と
い
う
よ
う
に
、
南
北
問
に
見
解
の
対
立
が
あ
り
、
一
九
八
九
年
有

害
廃
棄
物
の
移
動
・
処
分
に
関
す
る
バ
ー
ゼ
ル
条
約
も
妥
協
の
結
果
で
あ

る
。
一
方
で
、
①
外
国
の
有
害
廃
棄
物
の
搬
入
・
処
分
を
禁
止
す
る
、
国

家
の
主
権
的
権
利
の
確
認
（
前
文
）
、
②
輸
出
国
が
廃
棄
物
を
環
境
上
乱

正
に
処
分
す
る
能
力
の
な
い
、
例
外
的
事
情
に
お
い
て
の
み
許
可
さ
れ
る

こ
と
（
第
四
条
九
項
）
、
③
通
過
国
及
び
輸
入
国
の
事
前
の
同
意
が
必
要

で
あ
る
こ
と
（
第
六
条
）
の
三
原
則
は
、
慣
習
法
化
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

（
三
三
三
⊥
二
四
頁
）
し
か
し
他
方
で
、
処
分
を
目
的
と
し
な
い
有
害
物

質
の
貿
易
に
は
適
用
さ
れ
な
い
（
こ
の
た
め
に
は
、
U
N
｛
P
の
国
際
貿

易
に
お
け
る
化
学
品
の
情
報
交
換
に
関
す
る
ロ
ン
ド
ン
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（
一
九
八
七
年
）
が
あ
る
。
）
し
、
事
前
同
意
の
原
則
も
、
パ
ー
ゼ
ル
条
約

の
要
で
は
あ
る
が
、
領
域
主
権
の
帰
結
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
海
洋
区

域
（
領
海
、
E
E
Z
）
で
は
、
通
過
は
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

禁
止
は
さ
れ
な
い
。
も
づ
と
も
、
「
環
境
上
適
正
な
処
理
」
（
第
二
条
八

項
）
の
義
務
（
第
四
条
）
は
す
べ
て
の
締
約
国
の
義
務
と
さ
れ
る
。

　
4
　
核
エ
ネ
ル
ギ
ー

　
ω
　
核
実
験
・
核
兵
器
の
合
法
性

　
フ
ラ
ン
ス
の
核
実
験
の
合
法
性
を
め
ぐ
る
意
見
の
相
翼
及
ぴ
核
兵
器
の

合
法
性
に
関
す
る
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
に
お
け
る
対
立
が
示

す
よ
う
に
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
欠
如
す
る
難
し
い
問
題
で
あ
る
。

　
ω
　
原
子
力
の
環
境
上
の
危
険

　
原
子
力
の
危
険
を
最
小
化
し
、
他
国
へ
の
損
害
を
防
止
す
る
義
務
を

国
々
が
承
認
し
て
い
る
こ
と
は
、
原
子
力
商
船
・
衛
星
、
放
射
性
物
質
の

国
境
を
越
え
る
移
動
・
海
洋
投
棄
な
ど
に
関
す
る
国
家
実
行
か
ら
確
認
で

き
る
。
原
子
力
施
設
に
つ
い
て
は
、
一
方
で
、
他
国
へ
の
損
害
の
危
険
が

あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
国
家
ま
核
技
術
の
利
用
を
国
際
法
上
禁
止
さ
れ
な

い
。
し
か
し
他
方
で
、
重
大
な
越
境
危
険
の
場
合
に
は
、
隣
国
に
通
報
し
、

協
議
す
る
義
務
は
あ
る
（
一
九
八
○
年
核
物
質
防
護
条
約
、
一
九
九
四
年

原
子
カ
安
全
条
約
）
。
特
に
原
子
力
事
故
の
際
に
、
関
係
国
に
通
報
し
、

協
カ
す
る
旨
の
一
般
的
義
務
の
存
在
は
重
要
で
あ
る
。
一
九
八
六
年
原
子

力
事
故
早
期
通
報
条
約
は
、
「
放
射
線
安
全
に
関
す
る
影
響
を
及
ぽ
し
得

る
よ
う
な
国
境
を
越
え
る
放
出
」
の
場
合
と
し
て
お
り
、
不
明
確
な
基
準
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の
た
め
に
国
々
に
実
質
的
な
裁
量
を
残
し
て
い
る
ほ
か
、
軍
事
施
設
の
事

故
は
除
外
さ
れ
る
。
原
子
力
專
故
の
際
の
援
助
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
六

年
原
子
力
事
故
相
互
援
助
条
約
が
あ
る
が
、
援
助
を
提
供
す
ぺ
き
明
示
の

義
務
を
締
約
国
に
課
し
て
は
い
な
い
。

　
㈹
　
原
子
力
損
害
と
環
境
へ
の
害
悪
に
対
す
る
国
家
責
任

　
国
家
実
行
は
、
責
任
の
単
一
の
基
準
を
示
し
て
お
ら
ず
、
コ
ン
セ
ン
サ

ス
は
欠
如
し
て
い
る
。
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
ル
事
故
に
お
い
て
は
、
請
求
が
な

さ
れ
て
い
な
い
。
憤
習
法
上
の
国
家
責
任
と
し
て
は
、
相
当
な
注
意
義
務

の
欠
如
に
対
す
る
責
任
で
あ
り
、
厳
格
責
任
で
は
な
い
。
（
三
七
〇
頁
）

　
ω
　
原
子
力
損
害
に
対
す
る
民
事
責
任

　
若
干
の
二
国
間
取
決
め
で
、
平
等
の
ア
ク
セ
ス
及
び
無
差
別
の
原
則
を

適
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
幾
つ
か
の
民
事
責
任
条
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
。

　
5
　
大
気
お
よ
び
宇
宙
空
間

ω
　
越
境
大
気
汚
染

　
越
境
大
気
汚
染
の
領
域
に
お
け
る
古
典
的
な
判
決
で
あ
る
ト
レ
イ
ル
熔

鉱
所
仲
裁
判
決
は
、
「
領
域
使
用
の
管
理
責
任
」
の
原
則
を
承
認
し
た
が
、

こ
れ
は
国
家
の
相
当
の
注
意
義
務
の
違
反
に
も
と
づ
く
責
任
を
意
味
す
る

と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
気
汚
染
の
防
止
の
た
め
に
は
、
一
層

詳
細
な
基
準
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
て
地
域
的
な
規
模
に
お
い
て
は
、

地
域
的
条
約
（
一
九
七
九
年
長
距
離
越
境
大
気
汚
染
条
約
、
一
九
八
四
．

八
五
・
八
八
年
同
議
定
書
）
に
よ
ウ
て
基
準
が
設
定
さ
れ
て
き
て
い
る
。

他
方
で
一
般
的
な
規
模
に
お
い
て
は
、
U
N
C
L
O
S
第
二
＝
一
条
（
大

気
か
ら
の
又
は
大
気
を
通
ず
る
汚
染
）
な
ど
も
、
国
内
法
令
の
制
定
に
お

い
て
国
際
的
基
準
を
「
考
慮
」
す
る
に
と
ど
ま
る
。
さ
ら
に
憤
習
法
上
の

基
準
は
、
非
常
に
一
般
的
な
基
準
に
と
ど
ま
る
。
（
三
九
四
－
五
頁
）

　
ω
　
地
球
大
気
の
保
護

　
①
オ
ゾ
ン
層
の
保
護

　
一
九
八
五
年
オ
ゾ
ン
層
保
護
の
た
め
の
ウ
ィ
ー
ン
条
約
は
枠
組
条
約
で

あ
る
が
、
先
進
国
と
途
上
国
と
の
悶
の
妥
協
の
結
果
、
具
体
的
義
務
は
ほ

と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
、
地
球
環
境
の
保
護
に
明
示
的
に
関
り
、
予
防
的

な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
し
て
い
る
点
で
重
要
で
あ
る
。
一
九
八
七
年
モ
ン
ト

リ
オ
ー
ル
議
定
書
（
一
九
九
〇
年
改
正
）
は
、
よ
り
大
き
な
合
意
を
示
し

て
お
り
、
具
体
的
な
目
標
を
設
定
す
る
ほ
か
、
途
上
国
の
配
慮
（
第
五

条
）
、
履
行
確
保
措
置
の
整
備
な
ど
を
規
定
す
る
。

　
②
地
球
気
候
変
動

　
先
に
二
つ
の
重
要
な
憤
習
法
原
則
の
一
つ
と
し
て
指
摘
し
た
環
境
上
の

害
悪
を
防
止
し
、
軽
減
し
、
管
理
す
る
義
務
が
地
球
大
気
へ
も
適
用
さ
れ

る
こ
と
は
、
人
間
環
境
宣
言
原
則
二
一
、
一
九
七
九
年
長
距
離
越
境
大
気

汚
染
条
約
、
一
九
八
五
年
オ
ゾ
ン
層
保
護
の
た
め
の
ウ
ィ
ー
ン
条
約
、
一

九
七
六
年
環
境
改
変
技
術
敵
対
的
使
用
禁
止
条
約
等
か
ら
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

に
よ
っ
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
こ
の
原
則
は
、
一
定
の
抑
制

機
能
を
も
つ
と
し
て
も
、
具
体
的
な
基
準
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
・
か
し
な
が
ら
、
一
九
九
二
年
気
候
変
動
枠
組
条
約
は
、
前
文
に
お
い
て

「
人
類
の
共
通
の
関
心
事
」
や
「
共
通
に
有
し
て
い
る
が
差
異
の
あ
る
責

任
」
に
言
及
す
る
ほ
か
、
第
三
条
に
お
い
て
、
予
防
原
則
を
規
定
し
て
お

り
、
注
目
に
値
す
る
。

　
㈹
　
字
宙
空
間

　
一
九
六
七
年
宇
笛
条
約
は
、
宇
宙
活
動
の
慣
習
的
基
本
的
原
則
を
反
映

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
第
九
条
は
他
国
の
利
益
に
妥
当
な
考
慮
を
払
う
こ
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と
、
宇
宙
空
間
の
有
害
な
汚
染
及
ぴ
地
球
の
環
境
の
悪
化
を
避
け
る
こ
と

を
規
定
す
る
。
一
九
七
九
年
月
協
定
は
、
第
七
条
に
お
い
て
月
環
境
の
保

全
を
規
定
し
て
お
り
、
宇
宙
空
間
及
ぴ
天
体
の
環
境
保
護
の
義
務
を
強
化

す
る
こ
と
に
は
な
る
が
、
当
事
国
が
少
な
い
。

　
大
気
及
ぴ
宇
宙
空
間
の
全
体
を
通
し
て
、
憤
習
国
際
法
は
一
般
的
な
内

容
に
と
ど
ま
る
が
、
問
題
解
決
の
た
め
の
交
渉
に
お
い
て
枠
組
と
し
て
機

能
す
る
と
い
え
よ
う
。
（
四
一
八
頁
）

　
6
　
生
物
資
源
二
般
論

　
生
物
資
源
の
領
域
に
お
け
る
従
来
の
法
の
役
割
は
、
領
域
国
の
主
権
に

基
づ
い
　
。
て
、
生
物
資
源
に
対
す
る
権
利
の
配
分
に
関
わ
っ
て
い
た
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
最
近
で
は
新
し
い
概
念
の
発
展
が
見

ら
れ
、
「
共
同
遺
産
」
や
「
共
通
関
心
」
な
ど
の
概
念
が
世
界
適
産
条
約
、

ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
、
ボ
ン
条
約
な
ど
に
現
れ
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
、
保

存
概
念
の
発
展
も
見
ら
れ
、
特
に
世
界
自
然
憲
章
（
一
九
八
二
年
国
連
総

会
決
議
）
は
憤
習
法
に
発
展
し
う
る
自
然
保
護
の
諸
原
則
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
他
方
で
は
、
ζ
買
ぎ
E
昌
ω
畠
童
畠
巨
o
き
o
頁
o
呂
≡
E
昌

く
討
－
♀
O
o
巨
ヨ
E
目
向
o
o
コ
o
昌
ざ
く
ざ
－
♀
O
o
ご
昌
＝
昌
向
o
o
－
o
o
q
ざ
竺
カ
9

ω
o
ξ
8
…
彗
品
①
昌
g
一
等
の
基
準
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
保
存
概
念
の

多
様
性
が
問
題
と
な
る
ほ
か
、
保
存
は
生
態
系
、
種
、
遺
伝
子
の
三
つ
の

次
元
で
確
保
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
（
四
五
三
、
四
八
八
頁
）

　
7
　
移
動
性
お
よ
び
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
陸
上
種

　
こ
の
頷
域
で
は
、
数
多
く
の
一
般
的
、
地
域
的
、
二
国
間
の
条
約
が
存

在
す
る
。
そ
の
中
で
最
も
重
要
な
四
条
約
と
し
て
は
、
一
九
七
一
年
特
に

水
鳥
の
生
息
地
と
し
て
国
際
的
に
重
要
な
湿
地
に
関
す
る
ラ
ム
サ
ー
ル
条

約
、
一
九
七
二
年
世
界
の
文
化
遺
産
及
び
自
然
遭
産
の
保
護
に
関
す
る
条

約
、
一
九
七
三
年
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
国
際
取
引

に
関
す
る
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
、
一
九
七
九
年
移
動
性
野
生
動
物
種
の
保
存

に
関
す
る
ボ
ン
条
約
が
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
一
九
九
二
年
生
物
多
様

性
条
約
（
す
ぺ
て
の
生
物
を
対
象
と
し
て
広
範
な
措
置
を
予
定
す
る
包
括

的
な
条
約
）
が
締
結
さ
れ
た
。

　
総
じ
て
、
国
際
環
境
法
は
未
だ
、
生
物
資
源
一
般
に
つ
い
て
も
、
移
動

性
種
に
つ
い
て
も
、
U
N
C
L
O
S
の
意
味
で
の
「
共
同
遭
産
」
と
も
世

代
間
権
利
と
も
認
め
て
い
な
い
。
し
か
し
、
一
連
の
条
約
・
協
定
か
ら
判

断
す
る
に
、
生
物
資
源
の
保
存
と
そ
の
た
め
の
協
カ
は
、
今
や
国
家
実
行

に
よ
り
、
慣
習
法
の
一
部
と
し
て
確
立
さ
れ
た
義
務
と
し
て
見
な
し
う
る
。

国
家
実
行
の
方
向
と
し
て
は
、
持
続
可
能
な
開
発
と
い
う
、
広
範
に
合
意

さ
れ
た
一
般
的
な
政
策
の
中
で
、
保
存
と
経
済
的
目
的
と
の
間
の
バ
ラ
ン

ス
を
達
成
す
る
た
め
の
枠
組
の
設
定
へ
向
か
う
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
8
　
海
洋
生
物
資
源

　
海
洋
生
物
資
源
に
関
し
て
は
、
従
来
よ
り
数
多
く
の
二
国
間
又
は
地
域

的
な
漁
業
条
約
が
締
結
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
保
護
・
保
存
に
関
し
て
は
、

一
九
五
八
年
に
漁
業
及
び
公
海
の
生
物
資
源
の
保
存
に
関
す
る
条
約
が
締

結
さ
れ
た
が
、
こ
の
条
約
は
限
定
的
な
内
容
に
と
ど
ま
り
、
実
効
的
な
保

存
体
制
の
設
立
に
失
敗
し
た
。
同
条
約
及
ぴ
U
N
C
L
O
S
の
他
で
は
、

漁
業
資
源
の
開
発
に
関
す
る
唯
一
の
世
界
的
規
模
の
枠
組
は
、
一
九
七
八

年
U
N
E
P
の
共
有
天
然
資
源
の
保
全
・
調
和
あ
る
利
用
に
関
す
る
行
動

原
則
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
勧
告
的
性
質
に
と
ど
ま
る
。
他
方
で
、
一
九
八
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二
年
U
N
C
L
O
S
に
は
、
保
存
の
点
・
か
ら
は
多
く
の
不
十
分
な
点
が
あ

る
と
さ
れ
る
。
同
条
約
は
、
領
海
（
沿
岸
国
の
主
権
）
、
群
島
水
域
（
領

海
類
似
の
地
位
）
の
ほ
か
、
大
陸
棚
に
お
い
て
は
、
定
着
性
の
種
族
に
属

す
る
生
物
（
第
七
七
条
四
項
）
に
つ
い
て
保
存
の
義
務
規
定
が
な
い
。
E

E
Z
に
お
い
て
は
、
第
六
一
条
（
生
物
資
源
の
保
存
）
が
沿
岸
国
に
確
保

の
義
務
、
最
大
持
続
生
産
量
の
実
現
を
規
定
し
、
第
六
二
条
（
生
物
資
源

の
利
用
）
が
生
物
資
源
の
最
適
利
用
を
規
定
す
る
ほ
か
、
魚
種
別
方
式
が

採
用
さ
れ
、
第
六
四
条
（
高
度
回
遊
性
魚
種
）
、
第
六
五
条
（
海
産
噛
乳

動
物
）
、
第
六
六
条
（
湖
河
性
資
源
）
、
第
六
七
条
（
降
河
性
魚
種
）
の
規

定
が
あ
る
。
公
海
に
お
い
て
は
、
公
海
と
E
E
Z
の
双
方
に
存
在
す
る
資

源
（
第
六
三
条
）
、
他
の
国
の
利
益
に
妥
当
な
配
慮
（
第
八
七
条
二
項
）
、

公
海
に
お
け
る
生
物
資
源
の
保
存
及
ぴ
管
理
（
第
二
六
－
二
一
〇
条
）

が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
．

　
　
　
　
　
四

　
一
九
九
二
年
の
環
境
と
開
発
に
関
す
る
国
連
会
議
を
中
心
と
す
る
、
最

近
の
地
球
環
境
保
護
の
頒
域
に
お
い
て
は
、
「
持
続
可
能
な
開
発
」
（
ω
毒
．

邑
冨
巨
①
U
2
巴
8
ヨ
竃
片
）
の
枠
組
が
設
定
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
最

近
の
動
き
は
、
国
際
環
境
法
に
特
徴
的
な
原
則
を
産
み
出
し
つ
つ
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ぱ
、
サ
ン
ズ
は
、
「
持
続
可
能
な
開
発
」
の
中
核

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

的
な
法
的
要
素
と
し
て
、
次
の
四
つ
の
原
則
を
指
摘
す
る
。
世
代
間
衡
平

の
原
則
（
リ
圭
旦
言
の
第
四
原
則
、
気
候
変
動
枠
組
条
約
の
第
三
条
一
項
、

生
物
多
様
性
条
約
の
前
文
）
、
持
続
可
能
な
利
用
の
原
則
（
気
候
変
動
枠

組
条
約
の
第
三
条
四
項
、
生
物
多
様
性
条
約
の
前
文
及
び
第
一
条
）
、
衡

平
な
利
用
の
原
則
（
リ
オ
宣
言
の
第
三
原
則
、
気
候
変
動
枠
組
条
約
の
第

三
条
一
項
及
び
第
四
条
二
項
㈲
、
生
物
多
様
性
条
約
の
第
一
条
及
ぴ
第
一

五
条
七
項
）
そ
し
て
開
発
と
環
境
の
統
合
の
原
則
（
リ
オ
宣
言
の
第
二
．

四
原
則
、
気
候
変
動
枠
組
条
約
の
前
文
及
び
第
三
条
四
項
、
生
物
多
様
性

条
約
の
第
六
条
ω
及
ぴ
第
一
〇
条
㈲
）
で
あ
る
。

　
他
方
で
、
今
日
で
は
、
環
境
に
関
す
る
条
約
の
数
は
九
〇
〇
を
越
え
る

に
至
っ
て
お
り
、
条
約
の
過
剰
の
現
象
を
呈
し
て
い
る
と
も
指
摘
さ
れ
る
。

そ
の
結
果
、
条
約
間
の
調
整
等
の
問
題
が
生
じ
て
お
り
、
例
え
ぱ
ワ
イ
ス

は
・
国
際
通
商
法
の
領
域
に
お
け
る
関
税
と
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定

（
o
雪
o
邑
＞
o
q
『
窪
ヨ
竃
；
目
ぎ
『
毫
ω
彗
φ
⇒
邑
？
o
＞
↓
↓
）
や
世
界

貿
易
機
関
（
峯
↓
O
）
が
提
供
す
る
包
括
的
枠
組
に
対
応
す
る
よ
う
な
、

環
境
に
関
す
る
一
般
協
定
（
o
昌
o
邑
＞
胴
、
。
。
ヨ
。
目
一
。
コ
ま
。
同
目
く
J
㎎
．

ヨ
彗
■
o
＞
↓
向
）
の
締
結
を
検
討
す
る
時
期
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。

実
際
に
、
一
九
九
五
隼
の
国
際
連
合
総
会
第
六
委
員
会
で
は
、
国
際
法
委

員
会
に
そ
の
よ
う
な
環
境
に
関
す
る
一
般
協
定
を
作
成
さ
せ
る
べ
き
か
に

つ
い
て
の
検
討
が
始
ま
っ
て
い
る
。

※
　
こ
の
研
究
ノ
ー
ト
は
、
外
務
省
条
約
局
法
規
課
主
催
の
国
際
法
に

　
関
す
る
ア
ド
・
ホ
ツ
ク
勉
強
会
で
の
一
九
九
六
年
四
月
一
九
日
に
お

　
け
る
報
告
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
際
の
議
論
を
参
考
と
し
て
お
り
、

　
関
係
者
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
1
）
磯
崎
博
司
執
筆
、
阿
部
他
編
『
環
境
法
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九

　
五
年
）
。

（
2
）
　
圧
杵
知
史
執
筆
、
杉
原
他
編
『
現
代
国
際
法
講
義
　
第
2
版
』

　
（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）
。
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（
3
）
　
＞
．
ら
窃
俸
冒
彗
筆
昌
一
ぎ
鳶
§
ミ
｝
§
ミ
肉
§
“
§
ミ
§
§
§
－

　
卜
s
§
（
冨
旨
）
恥
さ
凄
吻
§
ざ
§
§
“
（
宕
o
ト
）
一
｝
ミ
．
里
ヨ
庁
俸

　
声
向
・
－
〇
三
9
ぎ
膏
§
ミ
ざ
§
』
卜
畠
§
§
、
“
ぎ
肉
§
｛
§
曽
§
§
“

　
（
δ
竃
）
．

（
4
）
　
前
注
の
5
窒
他
の
書
物
に
つ
い
て
は
、
佐
伯
教
授
に
よ
る
書

　
評
が
あ
る
。
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
九
一
巻
第
五
号
（
一
九
九
二

　
年
）
二
一
九
頁
参
照
。

（
5
）
　
以
下
に
説
明
す
る
国
際
環
境
法
の
中
の
様
々
な
領
域
の
区
分
及

　
ぴ
条
約
や
慣
習
に
関
す
る
評
価
は
、
基
本
的
に
、
注
3
の
里
；
一
ω

　
他
の
書
物
に
依
拠
す
る
。
本
文
中
の
括
弧
内
の
頁
数
も
、
同
様
に
同

　
書
物
の
頁
を
示
す
。

（
6
）
雫
ω
彗
景
一
幕
昌
き
昌
竺
5
三
三
ぎ
寒
こ
。
；
易
邑
亨

　
き
一
①
U
雲
9
ε
昌
昌
二
向
昌
昌
o
胃
ヲ
胴
■
品
巴
巾
ユ
目
o
号
－
男
ぎ
ω
姜

　
§
ぎ
§
膏
§
§
－
s
§
§
、
§
軋
§
膏
§
§
｛
§
ミ
ト
昌
§
鼻
蜆
o
o
よ
－

　
（
ミ
．
－
與
目
胴
＆
．
ε
畠
）
．

一
7
一
向
』
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